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芦田川の取水制限等の実施について 

 
芦田川での河川利用（水利用）をする関係者で構成する「芦田川渇水調整協議会」は、

本日開催した臨時会議において「取水制限」等の今後の水利用について次のとおり決定

しました。 

 

【決定事項】 

（１）第１次取水制限を八田原ダム及び三川ダムの合計貯水量１５００万㎥を下回っ

た日の翌日から実施する。 

取水制限率は上水０％、農業用水２０％、工業用水２０％とする。 

 

（２）八田原ダム及び三川ダムの合計貯水量が１１００万㎥を下回ると見込まれる時、

第２次取水制限に移行するためにあらためて臨時会議を開催の上、対応を協議

する。 

 
 
 なお、福山河川国道事務所は第１次取水制限を実施した日に「福山河川国道事務所

渇水対策支部」を設置します。 

 

 

＊渇水等の情報を福山河川国道事務所の下記ホームページに掲載しています。 
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